
動物の輸出入検疫速報（平成22年5月分）

（単位：頭、羽、群）

輸　入 輸　出
　牛 342 -
　豚 - -
　めん羊 - -
　山羊 - -

　その他の偶蹄類 13 -

　馬 334 2

　その他の馬科 - -

　兎 30 -

　鶏 - -
　うずら - -
　だちょう - -
　七面鳥 - -
　あひる - -
　がちょう - -
　その他のかも目の鳥類 - -
　きじ - -

　ほろほろ鳥 - -

　初生ひな（鶏） 78,848 -

　初生ひな（その他） - -

　種卵 - -

　みつばち（群） - -

　指定検疫物以外の動物（注２） - 10,859

　犬 641 435
　猫 103 131
　あらいぐま - -
　きつね - -

　スカンク - -

　サル 141

（資料）動物検疫所調べ
（注）１　解放頭羽数ベースの速報値のため、数値が変更となることがある。



骨 砕骨 蹄角 骨腱 蹄角粉 その他の骨 計

2,475,684 830,382 46,720 46,120 61,002 - 3,459,908

牛肉 豚肉 めん羊肉 山羊肉 シカ肉
その他の
偶蹄類肉

加熱処理牛肉

44,202,186 76,872,954 2,142,524 17,852 - - 346,230

加熱処理豚肉
加熱処理

その他の偶蹄類
ハム 加熱処理ハム ソーセージ

加熱処理
ソーセージ

ベーコン

1,558,254 - 131,065 16,545 1,155,850 2,493,044 129,508

加熱処理
ベーコン

馬肉 兎肉 家禽肉 犬肉
非加熱

その他の肉
加熱処理
その他の肉

2,831 270,685 2,908 30,695,194 - 848,155 4,400,891

家禽
加熱処理肉

加熱処理
その他の家禽肉

計

26,361,271 2,957,670 194,605,617

牛臓器 豚臓器
その他の偶蹄類

の臓器
加熱処理
牛の臓器

加熱処理
豚の臓器

加熱処理その他
の偶蹄類の臓器

偶蹄類以外の
臓器

206,195 10,596 658 - - - 48,275

消化管等
加熱処理
消化管等

ケーシング 脂肪
非加熱

その他の臓器
加熱処理

その他の臓器
加熱処理

家禽臓器・消化管

1,925,692 381,103 233,493 2,598,180 537 - 352,247

加熱処理その他
の家禽臓器

計

9,600 5,766,576

食用殻付卵 液卵 その他の卵 計

- 803,080 216 803,296

牛皮 豚皮 めん羊皮 山羊皮 シカ皮
その他の
偶蹄類の皮

馬皮

1,672,405 187,457 27,300 39 27,635 - 249,515

兎皮 犬皮 その他の皮 計

- - - 2,164,351

牛毛 豚毛 羊毛 山羊毛 シカ毛
その他の
偶蹄類の毛

馬毛

2 2,130 1,050 14,999 - 9,400 2,126

兎毛 羽毛 犬毛 その他の毛 計

1,040 174,797 - - 205,543

血粉 肉粉 肉骨粉 皮粉・羽毛粉 計

140,533 - - - 140,533

精液
(アンプル）

受精卵
（個）

ふん・尿 計

66,002 198 2 2

穀物のわら 飼料用の乾草 その他 計

16,963,920 - 89,310 17,053,230

総計

224,199,053

資料）動物検疫所調べ

(注） １．解放重量ベースの速報値の為、数値が変更となることがある。

２．携帯品・郵便物として輸入されたものは除く。

４．「偶蹄類以外の臓器」には、馬、家禽、兎及び犬の臓器を含む。

５．「消化管等」には、消化管、子宮及び膀胱を含む。

６．「その他の肉（臓器）」には、餃子やピザなど肉（臓器）を含む調製品である。

９．その他の畜産物の計に精液、受精卵は含めない。

１０．総計に「その他の畜産物」は含めない。

　輸入畜産物検疫数量速報（平成22年5月分）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （単位：Kg）

７．「加熱処理肉」、「加熱処理ソーセージ、ハム、ベーコン」、「その他の加熱処理肉」は、農林水産大臣の指定した処理施設
　　で一定の加熱処理がなされたものである。なお、家禽肉由来のものは含めない。

８．「家禽加熱処理肉」は、農林水産大臣の指定した施設で加熱処理された鶏、あひる、うずら、がちょう、だちょう及び
　　その他かも目由来の肉、ハム、ソーセージ及びベーコンである。

卵類

皮類

毛類

ミール類

その他
畜産物

わら類

３．「家禽肉」は、鶏、あひる、うずら、がちょう、だちょう及びその他かも目由来の肉、ハム、ソーセージ及びベーコンである。

骨類

肉類

臓器類



骨 砕骨 蹄角 骨腱 生骨粉 加熱処理骨粉 蹄角粉

216 - - - - - -

その他の骨 計

- 216

牛肉 豚肉 めん羊肉 山羊肉 シカ肉
その他の
偶蹄類肉

ハム

9,401 45,226 - - - - 86

ソーセージ ベーコン 馬肉 兎肉 家禽肉 犬肉 その他の肉

527 60 - - 1,377,383 - 7,872

計

1,440,555

牛臓器 豚臓器
その他の偶蹄類

の臓器
偶蹄類以外の

臓器
消化管等 ケーシング 脂肪

- 14 - 47 7,743 - -

非加熱
その他の臓器

計

- 7,805

殻付卵 液卵 その他の卵 計

94,057 - -  94,057

牛皮 豚皮 めん羊皮 山羊皮 シカ皮
その他の
偶蹄類の皮

馬皮

801,743 5,207,257 - - - - -

兎皮 犬皮 その他の皮 計

- - - 6,009,000

牛毛 豚毛 羊毛 山羊毛 シカ毛
その他の
偶蹄類の毛

馬毛

- - - - - - -

兎毛 羽毛 犬毛 その他の毛 計

- 96,898 - - 96,898

血粉 肉粉 肉骨粉 羽毛粉 計

- - - - 0

精液
(アンプル）

受精卵
（個）

ふん・尿 計

- - 880,000 880,000

総計

8,528,530

資料）動物検疫所調べ

(注） １．解放重量ベースの速報値の為、数値が変更となることがある。

２．携帯品・郵便物として輸入されたものは除く。

３．「家禽肉」は、鶏、あひる、うずら、がちょう、だちょう及びその他のかも目由来の肉である。

４．「偶蹄類以外の臓器」には、馬、家禽、兎及び犬の臓器を含む。

５．「消化管等」には、消化管、子宮及び膀胱を含む。

６．「その他の肉（臓器）」は、餃子やピザなど肉（臓器）の調製品である。

７．その他の畜産物の計に精液、受精卵は含めない。

その他
畜産物

卵類

皮類

毛類

ミール類
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骨類

肉類

臓器類


